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令和６年　第６回浅口市農業委員会議事録 

 

　令和６年６月１４日浅口市役所３階会議室に、浅口市農業委員会を招集する。 

 

招集委員は次のとおり　   　 　 

　事務局 

　　　　局長　田中　太志　　　　書記　谷口　輝昭 

　 　   　 

　会議に付した議案等 

日程第１　　議事録署名委員の指名 

 

日程第２　　会期の決定 

 

日程第３　　議　事 

　　議案第２０号　農地法第３条の規定による許可申請について 

　　議案第２１号　農地法第４条の規定による許可申請について 

　　議案第２２号　農用地利用集積計画について 

　　議案第２３号　農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について 

 

日程第４　　報告事項 

　　報告第１０号　農地法第１８条の規定等による合意解約通知について 

　　報告第１１号　農地法施行規則該当転用届について 

 

日程第５　　その他 

　　・　次回の委員会（令和６年７月１２日（金）） 

 　農業委員１２名 農地利用最適化推進委員１３名

 議席番号 氏　　　　　名 出欠 担当区域 氏　　　　　名 出欠

 １ 大　橋　繁　雄 出 金光１ 原　田　恒　明 出

 ２ 渡　邊　清　志 出 金光２ 藤　丘　廣　志 出

 ３ 友　田　陽　勝 出 金光２ 安　田　文　彦 欠

 ５ 古　川　秀　昭 出 金光３ 友　田　一　美 欠

 ６ 佐　藤　和　博 出 金光３ 菰　口　清　司 出

 ７ 柚　木　栄　蔵 出 鴨方１ 吉　川　孝　之 出

 ８ 虫　明　祝　典 出 鴨方１ 杉　本　正　彦 出

 ９ 虫　明　伸　吾 出 鴨方２ 横　山　栄　治 出

 １０ 山　下　康　朗 出 鴨方２ 西　山　富　雄 出

 １１ 渡　邊　　　豊 出 鴨方３ 高　井　基　次 出

 １２ 梶　原　めぐみ 出 鴨方３ 山　下　眞　治 出

 １３ 岡　田　直　樹 出 寄島１ 村　上　宏一郎 出

 寄島２ 大　島　明　敏 出
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　　　　　開会（午後１時２９分） 

議　長　　それでは、ちょっと早いようですが、会議を始めさせていただきます。 

　先月末に岡山県の会議がありまして、県の農業の会議がありまして、岡山県の農業

者の現状について話がありました。県内の農業従事者は、全体の６４％が７０歳以

上、それから６０歳代が２６％、５９歳以下が１０％、平均年齢は７１．５歳だそう

です。１０年後にはその５３％がリタイアというふうなことで、暗い話がたくさんあ

りまして、これはうちの地区を考えてみるとほとんど全員が７０歳以上ですから、こ

れよりまだ高くなるんじゃないかなと思うとんですけど、グラフを見ましたらすごい

値が出てきていまして、僕が思うのは６０歳定年が６５歳になったり、そういうもの

も影響しとんじゃないかなと思うんですが、浅口もその現状に合うような状況になっ

てきていますので、うちの地区はほとんど農業する人がおらん、あと１０年先は誰も

おらんだろうと思うんですけど、そういう現状になってきています。農業機械もなか

なか売れないというふうな話がこちらのほうでは出ておりましたけど、これからの農

業は大変だろうと思います。 

　それから、今年はカメムシが異常発生ということで、私のとこ、桃を少し植えとん

ですが、全部虫にやられました。それでちょっと野菜を作りょんですけど、僕は初め

てピーマンにあれがびっしり来ていまして、カメムシが、何が黒いもんがおるんかな

思うたらそれにびっしり、それで防護立てとんです。それにばあっと上っていきょん

です。もう、初めてあれだけの量のカメムシを見ました。今年も、女房が洗濯物へよ

うついとるとか言うんですけど、野菜物にもそういうふうなもんが来ょうりますん

で、十分気をつけてもらいたいと思います。 

　それでは、これより令和６年第６回浅口市農業委員会を開会いたします。 

　ただいまの出席委員は１１名で定足数に関しております。また、推進委員は１１名

の参加であります。 

　日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

　本日の議事録署名委員は、浅口市農業委員会会議規則第１２条第２項の規定によ

り、議長において１番大橋委員、１３番岡田委員を指名します。 

　日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

　会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、会期を本日１日とします。 

　日程第３、議事に移ります。 

　議案第２０号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

　５６０番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書は２ページになりますのでお開きください。 

　議案第２０号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和６

年６月１４日提出。 

　番号５６０、鴨方町本庄、畑、２７７平米。譲受人は、◯◯◯◯。譲渡し人は、◯
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◯◯◯。譲受け、譲渡しの理由は贈与です。譲受人は、取得に必要な許可要件を満た

していると考えられます。よろしくお願いいたします。 

議　長　　次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　７番柚木です。 

　地図は１番、２番です。これは旧の◯◯◯◯沿いで、◯◯◯◯の手前１００メータ

ーぐらいのちょっと北側です。この方は帰ってこられて、住居も一緒に建てて、前で

菜園もやったりという格好でお聞きしています。別段問題ないと思いますから、よろ

しくお願いします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５６３番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　番号５６３－１、鴨方町六条院東、田、４５１平米。同じく２、鴨方町六条院東、

田、７６６平米。同じく３、鴨方町六条院東、畑、４０３平米。譲受人は、◯◯◯

◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲

受人は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいた

します。 

議　長　　次に、１１番渡邊委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　１１番渡邊です。 

　この案件の場所は、◯◯◯◯の◯◯◯◯と◯◯◯◯の境のところにちょうど点滅信

号があります。◯◯◯◯から南西に約２００メートルぐらい行ったところにありま

す。譲渡し人のほうが高齢のため、管理できないため、近隣の方に譲り渡すというこ

とでございます。譲受人は◯◯◯◯ですが、出身というか、実家がその土地のすぐそ

ばにあります。問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５６４番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号５６４、金光町地頭下、畑、８６８平米。譲受人は、◯◯◯◯。
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譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受け、譲渡しの理由は贈与です。譲受人は、取得に必要な

許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。 

議　長　　次に、２番渡邊委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　２番渡邊です。 

　位置図は５ページ、６ページになります。◯◯◯◯があるんですが、それの西のほ

うに当たって三、四百メーターのとこにあります。以前、耕作放棄地だったらしいん

ですが、現在は譲受人がもう既に作物を作ったりして、きれいに管理をしています。

近所の人も何か、ものすごくきれいにしとんですわというふうな話をされとりまし

た。特に問題はないと思いますんで、よろしくお願いします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５６８番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号５６８、鴨方町本庄、田、７０平米。譲受人は、◯◯◯◯。譲渡

し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、

取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。 

議　長　　次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　７番柚木です。 

　位置図は７、８です。場所は、◯◯◯◯からの◯◯◯◯です。今現状は、この案件

は耕作放棄で雑草ばかりになっています、年に何回か刈っていますけど。別段問題な

い思いますから、審議のほどよろしくお願いします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５７０番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号５７０、金光町地頭下、田、６６４平米。譲受人は、◯◯◯◯。

譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人

は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたしま

す。 

議　長　　次に、渡邊委員、補足説明をお願いします。 
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委　員　　２番渡邊です。 

　位置図は５ページ、６ページということになります。◯◯◯◯があるんですが、す

ぐその西側、ちょっと低くなっておるんですが、位置はそこになります。耕作放棄地

であったんですが、隣地の◯◯◯◯、これを先月譲受人が購入しとるんですが、その

隣になって、もう進入路もないというふうなことで、また同じく譲受人が買うという

ことで、売却をすることに決めたそうです。現状は、見に行ったんですが、よう分か

らんですけど、トラクターでしっかりひいとりましたけど、植えるんかどうか分かり

ませんけれど、そういうふうな現状だったです。特に問題はないと思いますんで、よ

ろしくお願いします。 

議　長　　ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５７２番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号５７２、金光町須恵、畑、８８６平米。譲受人は、◯◯◯◯。譲

渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人

は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたしま

す。 

議　長　　次に、３番友田委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　３番友田です。 

　位置図のほうは９ページ、１０ページのほうになります。場所のほうは、◯◯◯◯

から南へ二、三百メートル、やや南東、東寄りの二、三百メートルに◯◯◯◯があり

ます。それの南の東の端のほうに面した畑になります。こちらのほう、ヒノキを二十

四、五本植えていまして、ずっと以前、◯◯◯◯が、業者の方が柿の木の管理をして

くれとったということなんですけど、もう年なんでできないということで、新たに探

したところ、新しい方が見つかってやってくれるということなんで、土地の所有権も

含めてお譲りするという形になったというふうに聞いております。特に問題はないと

思いますので、よろしくお願いします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５７３番の件について事務局の説明を求めます。 
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事務局　　失礼します。番号５７３、鴨方町六条院中、田、４５５平米。譲受人は、◯◯◯

◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲

受人は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいた

します。 

議　長　　次に、私から補足説明をいたします。 

　位置図は１１、１２ページです。場所は、◯◯◯◯のすぐ南で、◯◯◯◯を挟んで

すぐ北に位置をします。譲渡し人は◯◯◯◯に住んでおり、管理ができないとのこと

で話がついたものであります。よろしくご審議をお願いいたします。 

　ただいま説明いたしました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５７４番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号５７４、鴨方町小坂東、田、３９９平米。譲受人は、◯◯◯◯。

譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由、譲渡しの理由は贈与です。譲受人は、取得に

必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。 

議　長　　次に、８番虫明委員、補足説明をお願いいたします。 

委　員　　８番の虫明です。 

　位置図のほうは１３、１４ページでございます。現地の場所なんですけれども、◯

◯◯◯から◯◯◯◯をちょうど１キロほど東へ行ったところに、◯◯◯◯から◯◯◯

◯が流れておるんですけれども、その◯◯◯◯に沿って北へ約４００メートルほどで

すか、上がったとこに位置をします。現状は作付がされておらず、草が生えている状

況です。進入路もなく、今後の管理もいろいろ難しいということで、ちょうど案件の

土地の隣が今回の譲受人の農地であることから、今般話がまとまったということのよ

うです。特に問題ないと思います。ご審議よろしくお願いいたします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　続きまして、５７５番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号５７５－１、金光町下竹、田、７７４平米、同じく２ほかといた

しまして、田３筆、２，２９４平米、畑７筆、２，７７７平米。譲受人は、◯◯◯
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◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由、譲渡しの理由は贈与です。譲受人は、取

得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。 

議　長　　次に、１番大橋委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　１番大橋です。 

　位置図は１５ページから１８ページです。場所は、◯◯◯◯がある下の１００から

１５０メーター西になります。それで、親子ということで、贈与で問題はないと思い

ます。審議のほどよろしくお願いします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

　質疑ありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　議案第２１号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。 

　５７１番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書は４ページになりますのでお開きください。 

　議案第２１号農地法第４条の規定による許可申請について。令和６年６月１４日提

出。 

　番号５７１、鴨方町六条院西、畑、６８８平米。申請人は、◯◯◯◯。転用目的は

太陽光パネル設置で、施設の概要は◯◯◯◯。農地区分は第２種ですが、目的を達成

できるほかの土地はありません。一般基準上も問題なく、許可要件を満たしていると

考えられます。なお、転用後の地目は雑種地です。よろしくお願いいたします。 

議　長　　次に、私から説明をいたします。 

　位置図は１９、２０ページであります。場所は、◯◯◯◯の南側約４０メートルの

ところに位置します。この場所に太陽光パネルを設置するということですので、別に

問題はないと思われますが、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

　ただいま説明しました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

　議案第２２号農用地利用集積計画についてを議題とします。 

　事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書は５ページになります。 
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　議案第２２号農用地利用集積計画につきまして。令和６年６月１４日提出。 

　それでは、説明いたします。 

　番号４番から６番の３件につきまして、農業者年金の経営移譲年金特例対象農地及

び相続税等納税猶予対象特例農地ではございません。また、全て農業従事者も確保さ

れており、農業経営に必要な農機具も所有しております。利用権設定を受ける者は３

名、農地は３筆です。更新が１筆、新規が２筆であり、いずれも農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を満たしております。契約期間は全て１０年以上となり

ます。 

　次に、６ページへ移ります。 

　１の（１）地域別設定面積につきましては、田２，３７１平方メートル、畑ゼロ平

方メートル、計２，３７１平方メートルです。 

　以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、承諾することに決定をいたします。 

　議案第２３号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断についてを議

題とします。 

　事務局の説明をお願いします。 

事務局　　失礼します。議案書のほうは別冊になりますので、お開きください。 

　議案第２３号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について。令

和６年６月１４日提出。 

　この内容でございますけれども、これまでの農地利用状況調査、いわゆる農地パト

ロールによりまして、農地台帳に農地として登録がありながら、もう現状が山林など

と判断される土地について、３年分をまとめて農地台帳から除外する手続になりま

す。 

　この一覧の内容についてご説明をさせていただきます。 

　まず、今回でございますが、旧鴨方町内の部分を含めておりません。といいますの

も、前回、３年前のときは件数が１７０件余りでしたけれども、今回、市内全域を取

りまとめましたところ、２，６００筆を超えるというようなことになりました。これ

から農振地や畑地かんがいの対象地を除外いたしましても、２，０００筆を超えると

いうことになってしまいました。 

　なぜ急激に、このように増えたかということでございますけれども、離農であった

り、それから耕作断念による増加というのも当然あるわけでございますけれども、一

番の原因は昨年行われた農業振興地域の見直しによるものと思っております。これま
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で非農地の判断を行う際には、山林化等をしていても農振地の指定がある場合、これ

は周辺の乱開発を防ぐという目的から非農地の対象地に含めず、農地台帳にずっと残

置をしてきておりましたけれども、農振地の見直しに際しまして、現状が山林等に非

農地化していて農地への復旧が見込めない土地については、前回の見直しの際に農振

地から大幅に除外をされたということがございます。これによりまして、これまで非

農地化の対象としていなかったものが大量に今回は非農地の対象に含まれましたこと

から、前回に比べて対象地が約１０倍超というような、大幅に増えるような結果とな

ってしまいました。 

　非農地判断を行いますと、農地台帳から除外するという事務だけではなくて、農業

委員会としては所有者の方へ除外した旨を通知をしたり、それからほかでいきます

と、一番煩雑なのが、固定資産税の評価の見直しというふうな事務がございまして、

各所と調整を行ったわけでございますけれども、特に税のほうが、一度に多数になる

と事務のほうが追いつかないというふうなことがございまして、確実に行うためにと

いうことで、２か年で非農地処理を行いたいというふうなことで、今回提案をさせて

いただいております。なので、今回は旧金光地区と旧寄島町地区についてご判断をお

願いしたいと思います。 

　ちなみに、鴨方地区については、来年、またこの時期ぐらいになろうかと思います

が、手続をさせていただければなというふうに考えております。 

　ちなみになんですけれども、非農地の議決後なんですけれども、おおむね今月末を

目途に所有者の方等へ非農地にしましたという通知を送りまして、７月中をめどに登

記の地目の変更の希望があったら言ってきてくださいねということで希望を募りまし

て、希望分について法務局へ通知して、登記の地目を変えるというような段取りを想

定しております。 

　以上でございます。 

議　長　　今の件、旧鴨方町を外すということでご理解いただけますでしょうか。 

　よろしいでしょうか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　それでは、そのほか質問はありますでしょうか。 

　ありません。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑はなしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、承認することに決定をいたします。 

　それでは、第４、報告事項に移ります。 

　報告第１０号農地法第１８条の規定等による合意解約通知についてを議題としま

す。 

　事務局の説明を求めます。 
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事務局　　失礼します。議案書は７ページになりますのでお開きください。 

　報告第１０号農地法第１８条の規定等による合意解約通知について。令和６年６月

１４日提出。 

　番号５６２、鴨方町本庄、田、７０平米。借受人は、◯◯◯◯。貸出人は、◯◯◯

◯。合意年月日は令和６年５月５日、引渡し年月日は令和６年５月５日です。 

　番号５６５－１、鴨方町深田、田、５５平米。同じく２、鴨方町深田、田、７３３

平米。借受人は、◯◯◯◯。貸出人は、◯◯◯◯。合意年月日は令和６年５月１０日

です。引渡し年月日は令和６年５月１０日です。 

　以上でございます。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

　報告第１１号農地法施行規則該当転用届についてを議題とします。 

　事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書は８ページになりますのでお開きください。 

　報告第１１号農地法施行規則該当転用届について。令和６年６月１４日提出。 

　番号５６７、鴨方町六条院中、畑、２４８平米のうち４３平米。施設の概要は、◯

◯◯◯。農地区分は第２種です。 

　番号５６９－１、鴨方町六条院中、田、６０８平米のうち２０平米、同じく２ほか

といたしまして、田３筆、１，３８２平米のうち１３９平米。施設の概要は、◯◯◯

◯。農地区分は農振地となっております。　以上でございます。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

　続きまして、日程第５、その他に移ります。 

　事務局から報告等がありましたらお願いします。 

事務局　　①令和５年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び令和６年度の最適

化活動の目標の設定等について 

②利用意向調査の結果などについて 

③浅口市農業委員会慶弔内規について 

④委員の改選の進捗について 

⑤次回の農業委員会について 

議　長　　それでは、ないようですので本日の委員会は以上で閉会とします。 

　ご苦労さまでした。 

 

　　　　　閉会（午後２時２４分）
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　上記顛末を記載した者は書記谷口輝昭であるが、その内容が相違ないことを証するためここ

に署名する。 
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